
議案第３８号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和

５年３月３１日に次のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

 

新座市税条例の一部を改正する条例 

新座市税条例（昭和３０年新座市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

⑵ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

⑶ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

  

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を

徴収した月の翌月１０日までに、その徴収し

た月割額を施行規則第５号の１５様式若しく

は第５号の１５の２様式又は施行規則第２条

の６の規定により総務大臣が定めた様式によ

る納入書により納入しなければならない。 

 

（法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第３２１条の８第１項、第２項、第

３１項、第３４項及び第３５項の規定による

申告書（第９項、第１０項及び第１２項にお

いて「納税申告書」という。）を、同条第１

項、第２項、第３１項及び第３５項の申告納

付にあつてはそれぞれこれらの規定による納

期限までに、同条第３４項の申告納付にあつ

ては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段

の規定により提出があつたものとみなされる

申告書に係る税金を施行規則第２２号の４様

式又は第２２号の４の２様式による納付書に

より納付しなければならない。 

２～４ ［略］ 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告 

書（同条第３３項の規定による申告書を含む。 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を

徴収した月の翌月１０日までに、その徴収し

た月割額を施行規則第５号の１５様式又は施

行規則第２条の６の規定により総務大臣が定

めた様式による納入書によつて納入しなけれ

ばならない。 

 

（法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第３２１条の８第１項、第２項、第

３１項、第３４項及び第３５項の規定による

申告書（第９項、第１０項及び第１２項にお

いて「納税申告書」という。）を、同条第１

項、第２項、第３１項及び第３５項の申告納

付にあつてはそれぞれこれらの規定による納

期限までに、同条第３４項の申告納付にあつ

ては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段

の規定により提出があつたものとみなされる

申告書に係る税金を施行規則第２２号の４様

式による納付書により納付しなければならな

い。 

２～４ ［略］ 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告 

書（同条第３３項の規定による申告書を含む。 



以下この項において同じ。）に係る税金を納 

付する場合には、当該税金に係る同条第１項、 

第２項又は第３１項の納期限（納期限の延長

があつたときは、その延長された納期限とす

る。第７項第１号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額に年１４．６パーセント（申告書を提出し

た日（同条第３５項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提

出されたときは、当該提出期限）までの期間

又はその期間の末日の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金を加算して施行規則第２２号の４様

式又は第２２号の４の２様式による納付書に

より納付しなければならない。 

６～１６ ［略］ 

 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第 

３２１条の１２の規定に基づく納付の告知を

受けた場合には、当該不足税額を当該通知書

の指定する期限までに、施行規則第２２号の

４様式又は第２２号の４の２様式による納付

書により納付しなければならない。 

２  前項の場合には、その不足税額に法第 

３２１条の８第１項、第２項又は第３１項の

納期限（同条第３５項の申告納付に係る法人

税割に係る不足税額がある場合には、同条第

１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長

があつた場合には、その延長された納期限と

する。第４項第１号において同じ。）の翌日 

から納付の日までの期間の日数に応じ、年 

１４．６パーセント（前項の納期限までの期

間又は当該納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する 

延滞金額を加算して納付しなければならない。 

３・４ ［略］ 

 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によつてたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本

数の合計数（以下この節において「課税標準

数量」という。）及び当該課税標準数量に対

するたばこ税額、第９６条第１項の規定によ

り免除を受けようとする場合にあつては同項

の適用を受けようとする製造たばこに係るた

ばこ税額並びに次条第１項の規定により控除

以下この項において同じ。）に係る税金を納 

付する場合には、当該税金に係る同条第１項、 

第２項又は第３１項の納期限（納期限の延長

があつたときは、その延長された納期限とす

る。第７項第１号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額に年１４．６パーセント（申告書を提出し

た日（同条第３５項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提

出されたときは、当該提出期限）までの期間

又はその期間の末日の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金を加算して施行規則第２２号の４様

式による納付書により納付しなければならな

い。 

６～１６ ［略］ 

 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第 

３２１条の１２の規定に基づく納付の告知を

受けた場合には、当該不足税額を当該通知書

の指定する期限までに、施行規則第２２号の

４様式による納付書により納付しなければな

らない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法

第３２１条の８第１項、第２項又は第３１項

の納期限（同条第３５項の申告納付に係る法

人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項又は第２項の納期限とし、納期限の延

長があつた場合には、その延長された納期限

とする。第４項第１号において同じ。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（前項の納期限までの期

間又は当該納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する 

延滞金額を加算して納付しなければならない。 

３・４ ［略］ 

 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によつてたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本

数の合計数（以下この節において「課税標準

数量」という。）及び当該課税標準数量に対

するたばこ税額、第９６条第１項の規定によ

り免除を受けようとする場合にあつては同項

の適用を受けようとする製造たばこに係るた

ばこ税額並びに次条第１項の規定により控除



を受けようとする場合にあつては同項の適用

を受けようとするたばこ税額その他必要な事

項を記載した施行規則第３４号の２様式によ

る申告書を市長に提出し、及びその申告に係

る税金を施行規則第３４号の２の５様式又は

第３４号の２の５の２様式による納付書によ

つて納付しなければならない。この場合にお

いて、当該申告書には、第９６条第３項に規

定する書類及び次条第１項の返還に係る製造

たばこの品目ごとの数量についての明細を記

載した施行規則第１６号の５様式による書類

を添付しなければならない。 

２～４ ［略］ 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第１項又は第２項の

納期限（納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限。第１０１条第２項におい

て同じ。）の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセン

ト（修正申告書を提出した日までの期間又は

その日の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して、施行規則第３４号の２の５様式又

は第３４号の２の５の２様式による納付書に

よつて納付しなければならない。 

 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第 

４８１条、第４８３条又は第４８４条の規定

に基づく納付の告知を受けた場合には、当該

不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算

金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指

定する期限までに、施行規則第３４号の２の

５様式又は第３４号の２の５の２様式による

納付書によつて納付しなければならない。 

２ ［略］ 

 

附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税

の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和９年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第３６条の

２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提

出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第１項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があ

るとき（これらの申告書にその記載がないこ

を受けようとする場合にあつては同項の適用

を受けようとするたばこ税額その他必要な事

項を記載した施行規則第３４号の２様式によ

る申告書を市長に提出し、及びその申告に係

る税金を施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によつて納付しなければならない。

この場合において、当該申告書には、第９６

条第３項に規定する書類及び次条第１項の返

還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第１６号の５様

式による書類を添付しなければならない。 

 

２～４ ［略］ 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第１項又は第２項の

納期限（納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限。第１０１条第２項におい

て同じ。）の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセン

ト（修正申告書を提出した日までの期間又は

その日の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して、施行規則第３４号の２の５様式に 

よる納付書によつて納付しなければならない。 

 

 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第 

４８１条、第４８３条又は第４８４条の規定

に基づく納付の告知を受けた場合には、当該

不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算

金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指

定する期限までに、施行規則第３４号の２の

５様式による納付書によつて納付しなければ

ならない。 

２ ［略］ 

 

附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税

の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第３６条の

２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提

出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第１項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があ

るとき（これらの申告書にその記載がないこ



とについてやむを得ない理由があると市長が 

認めるときを含む。次項において同じ。）は、 

当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免

除する。 

２・３ ［略］ 

 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで又は第６３条の規定の適用がある各年

度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中

「又は第３４９条の３の４から第３４９条の

５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条

の３の４から第３４９条の５まで又は附則第

１５条から第１５条の３の２まで若しくは第

６３条」とする。 

 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１０条の２ ［略］ 

２ ［略］ 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定

する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第２８項の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

とについてやむを得ない理由があると市長が 

認めるときを含む。次項において同じ。）は、 

当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免

除する。 

２・３ ［略］ 

 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで、第６３条又は第６４条の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第６１

条第８項中「又は第３４９条の３の４から第

３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは

第３４９条の３の４から第３４９条の５まで 

又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、 

第６３条若しくは第６４条」とする。 

 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１０条の２ ［略］ 

２ ［略］ 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める

割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定

する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第２９項の条例で定める

割合は、３分の２とする。 



１４ 法附則第１５条第３２項の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３３項の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

１６ ［略］ 

１７ 法附則第１５条の９の３第１項の条例で

定める割合は、３分の１とする。 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ ［略］ 

２～１０ ［略］ 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定す

る特定マンションに係る区分所有に係る家屋

について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該特定マンションに係る同項に規

定する工事が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 当該工事が完了した年月日 

⑸ 当該工事が完了した日から３月を経過し

た後に申告書を提出する場合には、３月以

内に提出することができなかつた理由 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１７項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ ［略］ 

⑸ 施行規則附則第７条第１７項に規定する

補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

⑹ ［略］ 

１３ ［略］ 

 

 

 

１４ 法附則第１５条第３３項の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３４項の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

１６ ［略］ 

１７ 法附則第６４条の条例で定める割合は、

零とする。 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ ［略］ 

２～１０ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１３項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ ［略］ 

⑸ 施行規則附則第７条第１３項に規定する

補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

⑹ ［略］ 

１２ ［略］ 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の３ 法第４５１条第１項第１号（同



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の３ ［略］ 

 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の７ ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定（次項から第４項までにおいて「初回

車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８２

条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

［略］ 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条

の規定の適用については、当該軽自動車が令

和４年４月１日から令和８年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

［略］ 

 

 

 

 

条第４項又は第５項において準用する場合を

含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家 

用のものに限る。以下この条において同じ。） 

に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得 

が令和元年１０月１日から令和３年１２月 

３１日までの間（附則第１５条の７第３項に

おいて「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第８０条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の３の２ ［略］ 

 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の７ ［略］ 

２ ［略］ 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であつて乗用

のものに対する第８１条の４（第２号に係る

部分に限る。）及び前項の規定の適用につい

ては、当該軽自動車の取得が特定期間に行わ

れたときに限り、これらの規定中「１００分 

の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定（次項から第８項までにおいて「初回

車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８２

条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

［略］ 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条

の規定の適用については、当該軽自動車が令

和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 

［略］ 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

掲げる法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この条において「ガ

ソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のものに対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２号

ア  

３，９００円 ２，０００円

第２号

ア ａ 

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

第２号

ア ｂ 

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のも 

の（前項の規定の適用を受けるものを除く。） 

に対する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号

ア  

３，９００円 ３，０００円

第２号

ア ａ 

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

第２号

ア ｂ 

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の

乗用のものに対する第８２条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令

和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和５年度分の軽自動車税の軽自動車税の種別

割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用の

ものを除く。）に対する第８２条の規定の適

用については、当該軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和４年度分



 

 

 

 

 

 

 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受け

る３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規

定するガソリン軽自動車（以下この項及び次

項において「ガソリン軽自動車」という。）

（営業用の乗用のものに限る。）に対する第

８２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の 

種 別 割 に 限 り 、 同 条 第 ２ 号 ア  中 

「３，９００円」とあるのは「２，０００円」 

と、同号ア ａ中「６，９００円」とあるの

は「３，５００円」とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第８２条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和

４年４月１日から令和７年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同

条第２号ア 中「３，９００円」とあるのは 

「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 と 、 同 号 ア  ａ 中 

「６，９００円」とあるのは「５，２００円」 

とする。 

 

 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第４項までの規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交通

大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

２・３ ［略］ 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に 

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、 

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第８２条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句 

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第８２条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令

和５年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第８項までの規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交通

大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

２・３ ［略］ 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割



の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措 

置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。 

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に

規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第３４条の２

第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を 

受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。） 

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

⑴・⑵ ［略］ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定優良住宅

地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の

２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡が法附

則第３４条の２第１０項の規定に該当するこ

ととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたものとみ

なす。 

３ ［略］ 

 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

第２５条 法附則第６０条第３項の条例で定め

るものは、新型コロナウイルス感染症等の影

響に対応するための国税関係法律の臨時特例

に関する法律（令和２年法律第２５号）第５

条第４項に規定する指定行事の同条第１項に

規定する中止等により生じた同項に規定する

入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄

とする。 

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措 

置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。 

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に

規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第３４条の２

第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を 

受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。） 

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

⑴・⑵ ［略］ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定優良住宅

地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の

２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡が法附

則第３４条の２第１０項の規定に該当するこ

ととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたものとみ

なす。 

３ ［略］ 

 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

第２５条 法附則第６０条第３項の条例で定め

るものは、新型コロナウイルス感染症等の影

響に対応するための国税関係法律の臨時特例

に関する法律（令和２年法律第２５号。次条 

において「新型コロナウイルス感染症特例法」 

という。）第５条第４項に規定する指定行事

の同条第１項に規定する中止等により生じた

同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部

又は一部の放棄とする。 

  

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、改正後の新座市税条例の規定中固定資産税に

関する部分は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において

「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律

第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において

「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項

において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において

「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引

（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資

産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定

する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引

渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された改

正前の新座市税条例附則第１５条の３及び第１５条の７第３項に規定する３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。 

２ 改正後の新座市税条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

令和５年５月３１日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

提 案 理 由 

地方税法等の一部改正に伴い、新座市税条例の一部を緊急に改正する必要が生

じ、令和５年３月３１日に新座市税条例の一部を改正する条例を専決処分したの

で、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 


